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掛川市教育委員会規則第２号

掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに制定す

る。

平成３０年３月２６日

掛川市教育委員会教育長
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掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則の一部を改正する規則

掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第７

号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項の表社会教育課の項中「吉岡彌生記念館係」を削り、同条第３項を次のように改め

る。

３ 学務課に学校給食室、さかがわ学校給食センター、給食文化苑こうようの丘、大東学校給食セ

ンター及び大須賀学校給食センターを置き、学校給食室に学校給食係を置く。

第５条第２項第２号カ中「建築物の設計」を「建築物及び土木施設の設計（土地の造成を含

む｡)」に改め、同項第３号中「学校給食整備室学校給食係」を「学校給食室学校給食係」に改め、

同条第４項第１号中シをセとし、オからサまでをキからスまでとし、エの次に次のように加える。

オ 吉岡彌生記念館の管理運営に関すること。

カ 吉岡彌生顕彰基金に関すること。

第５条第４項第３号を削る。

附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。
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